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共 同 研 究 講 座 設 置 契 約 書

  大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）は、次の各条によって共同研究講座設置契約（以下「本契約」という。）を締結するものとする。

[bookmark: LWG=63ed1544-f71c-4b75-bc4a-363acc7e0ef4]（定義） 
第1条 　本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一　「共同研究講座」とは、特定の共通研究課題に基づき、当該研究及び教育推進を目的
として設置される、一定期間甲内の甲の下又は次号に定める研究所等の下に設けられ
る研究組織をいう。
二　「研究所等」とは、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構組織規程（平
成１６年４月１９日、規程第３０号）第２条第１項第１号から第４号に規定する２研究
所、２研究施設及び第３条第１項に規定する研究拠点組織をいう。
三　「共同研究規程」とは、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構共同研究
規程（平成１６年４月１９日、規程第９３号）をいう。
四　「共同研究講座規則」とは、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構共同
研究講座規則（令和７年１２月２日、規則第１４号）をいう。
五　「本共同研究」とは、甲乙間で別に締結する共同研究契約書記載の共同研究のことを　
いう。
六　「本共同研究講座」とは、甲乙間の本共同研究を行うことを目的として、本契約に基
づき設置される共同研究講座をいう。
七　本契約において「研究担当者」とは、本共同研究講座に従事する甲又は乙に属する者
をいう。

[bookmark: LWG=499b313b-7c5b-4903-929c-4eb59830f246]（共同研究講座の名称等） 
第2条 　甲及び乙は、次の共同研究講座（以下「本共同研究講座」という。）を設置するも
のとする。
(1) 共同研究講座の名称
　　　○・・・・・○○○共同研究講座
(2) 設置目的、研究目的及び課題
　　　設置目的： 
　　　研究目的：
　　　課題： 
(3) 研究分担
　　　甲： 
乙： 
(4) 甲内設置研究所等名
　　　高エネルギー加速器研究機構又は研究所等名
(5) 講座責任者
〇〇 〇〇
(6) 設置場所
高エネルギー加速器研究機構○・・・・・○○○

[bookmark: LWG=24e7d406-2bea-4a17-aa9f-c8a7792e8b12]（設置期間） 
第3条 　本共同研究講座の設置期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月○日までとす
る。ただし、当該期間は、共同研究講座規則第７条に定める期間の範囲内とし、甲及び乙
が協議の上、これを延長することができる。

[bookmark: LWG=92c75e04-f34d-47f7-9cf1-3f94643b94d8]（本共同研究講座に従事する者）
第4条 　甲及び乙は、それぞれ自己に所属する者を本共同研究講座の研究担当者として共
同研究契約書に記載した上で参加させ、本共同研究を行わせるものとする。
２　本共同研究講座には責任者（以下「講座責任者」という。）を置く。講座責任者は、甲
に属する教授又は准教授、若しくはこれらに相当する者とし、本共同研究講座の運営に関
する責任を負う。
３　甲は、乙の研究担当者のうち甲の設置場所において本共同研究講座に従事させる者を
共同研究規程第７条に規定する共同研究員として受入れるものとする。

[bookmark: LWG=ce4fdb87-9854-4d59-ad51-37f62946ebde]（活動状況の報告等） 
第5条 　本共同研究講座の研究及び運営は、甲及び乙が共同して行うものとする。
２　甲及び乙は、双方協力して、毎年度末に講座の研究及び運営状況について報告書をとり
まとめ、講座責任者が甲の長及び乙へ提出するものとする。

[bookmark: LWG=726b4b9f-770c-47bf-9986-3ecb7c53fcd5]（経費の負担） 
第6条 　甲及び乙は、それぞれ別表第１に掲げる複数年度契約における本共同研究講座の
設置に要する経費及び共同研究費等を負担するものとする。

[bookmark: LWG=0c0edc7d-88e8-432b-9a12-01d391acae17]（経費の納付） 
第7条 　乙は、別表第１に掲げる経費のうち、複数年度契約における本共同研究講座の設
置に要する経費及び共同研究費等について、各年度ごとに、当該年度分について甲が発行
する請求書に定める期限までに納付するものとする。 
２　乙は所定の納付期限までに前項の経費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の
日までの日数に応じ、その未納額に年３％の割合で計算した延滞金を納付しなければな
らない。 

[bookmark: LWG=c493e2a3-ca34-4cb5-890d-ef9353db851a]（経理） 
第8条 　前条の経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を
甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなけれ
ばならない。
２　乙が必要と認めた場合には、甲は、乙に対し、本共同研究講座に基づき実施された個別
の共同研究契約を含む講座全体の経費の支出実績に関する決算報告書を提出する。

[bookmark: LWG=1e4e9b0d-e972-454c-b3d8-1e3afefbba70]（経費により取得した設備等の帰属） 
第9条 　別表第１に掲げる経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。 

[bookmark: LWG=593f7fd6-a592-4c0c-bb35-f8397c42c7b4]（講座の廃止・中止又は設置期間等の変更） 
第10条 　天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同
研究講座を廃止又は中止し、若しくは設置期間を延長することができる。この場合におい
て、当該事由に起因して生じた損害については、甲又は乙は互いにその責を負わないもの
とする。
２　前項に基づく場合のほか、乙からの本共同研究講座の廃止又は中止の申入れがあった
場合は、甲乙協議の上、本共同研究講座を廃止又は中止することができるものとする。
３　本共同研究講座に係る設置期間、経費又は研究内容等に変更がある場合は、甲乙協議の
上、共同研究講座変更契約書を締結するものとする。

[bookmark: LWG=a2f25633-ee35-42f6-a15c-0453bb426454]（経費の取扱い） 
第11条 　前条の規定により、本共同研究講座の設置を廃止又は中止したときは、第７条
第１項の規定により納付された経費（間接経費を除く。）の不用となった額の範囲内にお
いて、乙は甲に不用となった額の全部または一部を返還請求することができる。甲は乙か
らの返還請求があった場合、これに応じなければならない。 
２　甲は、設置期間の延長により納付された経費に不足を生じるおそれが発生した場合に
は、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、
不足する経費を負担するかどうかを決定するものとする。乙は追加して直接経費を負担
する場合、間接経費も負担するものとする。

[bookmark: LWG=9b5b77dd-1b4e-4936-a5cc-aaf7fd9ec3a5]（情報交換）
第12条 　甲及び乙は、本共同研究講座の運営に必要な情報、資料を相互に無償で提供又
は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負って
いるものについては、この限りではない。

[bookmark: LWG=2bf28473-8baf-410f-b205-f9cf16dbd524]（秘密の保持）
第13条 　甲及び乙は、本共同研究講座の運営に当たり、相手方より開示若しくは提供を
受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報のうち、相手方から秘密である旨を表
示した文書若しくはその他有形の媒体によって開示された情報、相手方が秘密である旨
を表示して提供したサンプル又は口頭若しくは視覚的手段などによる開示後３０日以内
にその内容を文書に取りまとめ秘密である旨を表示して通知された情報（以下、「秘密情
報」という。）について、第三者に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手
方より開示を受けた秘密情報について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保
持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当
する情報については、この限りではない。
一　開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報 
二　開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 
三　開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 
四　正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容 
五　相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明で
きる情報 
六　書面により事前に相手方の同意を得たもの 
２　甲及び乙は、相手方の秘密情報を本共同研究講座の運営以外の目的に使用してはなら
ない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。ただし、
甲又は乙において、本契約にて自己が負う義務と同等の義務を負わせることを条件に、報
告等の目的で、研究担当者以外に当該情報を知る必要のある最小限の従業員・職員及び役
員に対して、目的以外に使用しないことを条件に、開示することができる。また、書面に
より事前に相手方の同意を得た場合も、同様とする。 
３　前２項の有効期間は、第３条の本共同研究講座設置の日から設置期間の満了後又は廃
止若しくは中止後３年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮す
ることができるものとする。 

[bookmark: LWG=595e7813-1293-48eb-97da-1f4a3f0e8664]（本共同研究の実施）
第14条 　乙が甲との本共同研究を実施するときは、別途、甲の共同研究規程により共同
研究契約を締結する。
２　甲は、本契約に関連した研究に関して乙以外の企業等と研究課題ごとに共同研究、委託
研究又は受託研究等を実施するときは、当該研究の実施が、当該研究により得られた研究
成果又は当該研究成果に係る知的財産権の利用に関し、乙の正当な利益を不当に害する
おそれがある場合に限り、事前に乙の同意を得なければならない。この場合、甲の共同研
究規程により乙以外の企業等と共同研究契約書を締結することができる。

[bookmark: LWG=bd3279b4-8135-4a51-8369-ba4598155c3b]（契約の解除）
第15条 　甲は、乙が第７条第１項に規定する複数年度契約における本共同研究講座の設
置に要する経費及び共同研究費等を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を
解除することができる。
２　甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後３０日以内に是正されないときは本
契約を解除することができるものとする。
一　相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき 
二　相手方が本契約に違反したとき 
 
[bookmark: LWG=fbf4d478-70c4-47c0-89dc-9f170ad30149]（損害賠償） 
第16条 　甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者が故意又は重大な過失
によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。

[bookmark: LWG=a75cbe18-5ef6-4af5-b6a9-64a224ca3fee]（契約の有効期間）
第17条 　本契約の有効期間は、第３条に定める期間とする。
２　本契約の失効後も、第５条、第１１条から第１４条、第１６条及び第１９条の規定は、
当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 

[bookmark: LWG=c84cd3fb-482b-4c04-ae66-f3675d5c359f]（協議）
第18条 　この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協
議の上、定めるものとする。 

[bookmark: LWG=96dc427f-e03b-4c9b-9f3a-0936961ed84d]（裁判管轄）
第19条 　本契約に関する訴えは、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属す
る。 

[bookmark: LWG=a5291b96-6b25-4a9e-ac15-806fda592380]（関連法規制遵守）
第20条 　甲及び乙は、国内外で適用される、贈収賄の禁止、私的独占の禁止、公正な取引
の確保、不正な競争の防止、個人情報の保護、暴力団排除及びその他本契約書に関連する
法規制・条例などを遵守する。

[bookmark: LWG=5ccf82b0-6312-405a-9b3a-46b48383237d]（個別共同研究契約との関係）
第21条 　本契約に基づき実施される個別の共同研究については、甲乙間で別途締結する
共同研究契約において定めるものとする。
２　前項の共同研究契約と本契約の内容が抵触する場合には、当該共同研究契約の定めが
本契約に優先して適用されるものとする。

[bookmark: LWG=bfe4816b-d377-47f1-82fe-6204241d1165]【以下、余白】


[bookmark: LWG=d5b6a75a-ab8f-4937-8c7a-746a3f88f13c]

  この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管するものとする。

令和　　年　　月　　日

（甲）茨城県つくば市大穂１番地１     
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構
　　　　　　機　構　長　　浅井 祥仁
 
（乙）





[bookmark: LWG=3603e666-10ff-43a3-b568-1a5c35661eab]


別表第１（第６条、第７条、第９条関係）
複数年度契約における設置に要する経費
	区分
	直接経費
	間接経費

	甲
	円
	円

	乙
	円
	
円


	
	（うち消費税額及び地方消費税額）
	（うち消費税額及び地方消費税額）

	
	（円）
	（円）

	合計
	円
	円


（注）特別試験研究費税額控除制度による税額控除の申告を予定している場合は、直接経費の内訳を明記する必要がある。



[bookmark: LWG=4b8b0112-b355-495a-945c-9aadf09135be]

複数年度契約における設置に要する経費及び共同研究費等の納付予定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）　
	
	総　　額
	①直接経費
	②間接経費

	　　　年度　
	
(　　　　　)
	
(　　　　　)
	
(　　　　　)

	　　　年度
	
(　　　　　)
	
(　　　　　)
	
(　　　　　)

	　　　年度
	
(　　　　　)
	
(　　　　　)
	
(　　　　　)

	総　　　計
	
(　　　　　)
	
(　　　　　)
	
(　　　　　)



[bookmark: LWG=7ed7129b-96a6-43a5-98dc-789ff3b2e278]※　総額は申請書中11.負担経費の欄の金額と合致することになります。
※　講座設置に要する経費は、内数として括弧書に示す。
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